
●
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税（
個
人
事

業
者
）の
中
間
申
告
と
納
付
に
つ
い
て

　
個
人
事
業
者
で
、令
和
元
年
分
の
確

定
消
費
税
額（
地
方
消
費
税
額
は
含
み

ま
せ
ん
）が
48
万
円
を
超
え
る
方
は
、

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
中
間

申
告
と
納
付
が
必
要
で
す
。
消
費
税

の
中
間
申
告
制
度
や「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
う
取
り

扱
い
」な
ど
に
つ
い
て
は
、国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

申告・納付期限
〔振替納税利用時
の振替日〕

8月31日（月）
〔9月28日（月）〕

国税庁ホームペー
ジでご確認くださ
い。

中間申告・
納付の回数

年1回

年3回

年11回

令和元年分の確
定消費税額

48万円超
400万円以下

400万円超
4,800万円以下

4,800万円超

●
国
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談
は

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

　
三
木
税
務
署
に
電
話
を
か
け
、音
声

案
内
に
従
い
1
番
を
選
択
す
る
と
電

話
相
談
セ
ン
タ
ー
の
税
務
に
精
通
し

た
国
税
局
の
職
員
が
対
応
し
ま
す
。

●
税
務
署
で
の
相
談
は
事
前
予
約
を

　

税
務
署
で
の
相
談
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、事
前
に
電
話
で
予
約
を
し
て
く

だ
さ
い
。
直
接
来
署
さ
れ
た
場
合
、同

日
中
に
対
応
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問
三
木
税
務
署

☎
8
2
―
0
5
0
1

家
賃
支
援
給
付
金

税
制
上
の
特
別
措
置
に
つ
い
て

5
月
の
緊
急
事
態
宣
言
延
長
な
ど
に
よ

り
、売
り
上
げ
の
減
少
に
直
面
す
る
事
業

者
の
事
業
継
続
を
下
支
え
す
る
た
め
、地

代
・
家
賃（
賃
料
）の
負
担
を
軽
減
す
る
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象
者（
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す

事
業
者
）

・
資
本
金
10
億
円
未
満
の
中
堅
企
業
、中

小
企
業
、小
規
模
事
業
者
、フ
リ
ー
ラ
ン

ス
を
含
む
個
人
事
業
者（
医
療
法
人
、農

業
法
人
、N
P
O
法
人
、社
会
福
祉
法
人

な
ど
）

・
5
月
〜
12
月
の
売
上
高
に
つ
い
て
、1

カ
月
で
前
年
同
月
比
が
50
％
以
上
減

少
、ま
た
は
、連
続
す
る
3
カ
月
の
合
計

で
前
年
同
期
比
が
30
％
以
上
減
少

・
自
ら
の
事
業
の
為
に
占
有
す
る
土
地
・

建
物
の
賃
料
を
支
払
っ
て
い
る

▼
給
付
額

申
請
時
の
直
近
1
カ
月
に
お
け
る
支

払
賃
料（
月
額
）に
基
づ
き
算
定
し
た
給

付
額（
月
額
）の
6
倍
を
一
括
支
給
し
ま

す（
法
人
に
最
大
6
0
0
万
円
、個
人
事

業
者
に
最
大
3
0
0
万
円
）
。
支
給
額

は
下
表
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

支
払
賃
料

（
月
額
）

給
付
額

（
月
額
）

法人
75
万
円
以

下

支
払
賃
料
×
2
/
3

75
万
円
超
50
万
円
+
﹇
支
払
賃
料

の
75
万
円
の
超
過
分
×

1
/
3
﹈（
上
限
1
0
0

万
円
）

個人事業者
37
・
5
万

円
以
下

支
払
賃
料
×
2
/
3

37
・
5
万

円
超

25
万
円
+
﹇
支
払
賃
料

の
37
・
5
万
円
の
超
過
分

×
1
/
3
﹈（
上
限
50
万

円
）

▼
申
請
方
法

家
賃
支
援
給
付
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

申
請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
・
申
請

家
賃
支
援
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
0
1
2
0
―
6
5
3
―
9
3
0

土
地
開
発
公
社
所
有
地
の
売
却（
入
札
）の
受
付
開
始

令
和
2
年
度
第
1
回

総
合
教
育
会
議
を
開
催

　
住
宅
・
店
舗
・
事
務
所
な
ど
に
利
用
で

き
る
土
地
を
入
札
に
よ
り
売
却
し
ま
す
。

▼
販
売
物
件

三
木
市
大
村
1
丁
目
6
番
1
他
2
筆　

1
7
8
1
．
8
7
㎡

▼
入
札
申
込
期
間

8
月
11
日（
火
）〜
24
日（
月
）

　
（
平
日
の
み
）

▼
受
付
場
所

（市）
土
地
開
発
公
社

　
（
市
役
所　
4
階
財
政
課
内
）

▼
申
込
方
法

　

購
入
希
望
者
は（
市
）土
地
開
発
公

社
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
所

定
の
申
込
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
（市）
土
地
開
発
公
社

（
（市）
財
政
課
内
）

　
市
長
と
教
育
委
員
会
が
、円
滑
に
意
思

疎
通
を
図
り
、教
育
の
課
題
や
め
ざ
す
姿

な
ど
を
共
有
し
な
が
ら
、連
携
し
て
効
果

的
に
教
育
行
政
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、

総
合
教
育
会
議
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時

8
月
7
日（
金
）

　
　
　
　
午
後
2
時
〜
4
時

▼
場
所

市
役
所　
5
階
大
会
議
室

▼
内
容

　
・
学
校
再
編
の
進
捗
状
況

　
・
教
育
委
員
会
に
お
け
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応

▼
傍
聴
定
員

先
着
10
名

　
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、事
前
に

検
温
を
し
、マ
ス
ク
着
用
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。

問
（市）
企
画
政
策
課
　
企
画
政
策
係

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

▲  ホームページは
こちら

▲  国税庁
　ホームページは
　こちら

　

市
独
自
支
援
と
し
て
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
い
る
市

内
の
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
す

る
、家
賃
支
援
給
付
金
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、広
報
み
き
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
（市）
商
工
振
興
課

新型
コロナ
関連

新型
コロナ
関連

●
イ
ベ
ン
ト
中
止
な
ど
で
払
戻
請
求
権

を
放
棄
し
た
方
は
寄
附
金
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す

　
政
府
が
開
催
自
粛
を
要
請
し
、中
止

や
延
期
さ
れ
た
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
、チ
ケ
ッ
ト
代
金

の
払
戻
し
を
放
棄
し
た
場
合
に
、そ
の

金
額
分
を
イ
ベ
ン
ト
の
主
催
者
に
寄

附
し
た
も
の
と
見
な
し
、寄
附
金
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
イ
ベ
ン
ト

文
部
科
学
大
臣
が

指
定
し
た
対
象
イ
ベ

ン
ト（
指
定
行
事
）。

指
定
行
事
は
文
化

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
控
除
額
対
象
の
上
限

対
象
チ
ケ
ッ
ト
代
金
の
合
計
額
20
万
円

▼
対
象
と
な
る
課
税
年
度

令
和
3
年
度
ま
た
は
令
和
4
年
度

●
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
要
件
の
弾

力
化住

宅
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
新
築
し
、令

和
2
年
12
月
末
ま
で
に
入
居
で
き
な

か
っ
た
場
合
、次
の
要
件
を
満
た
せ
ば

令
和
16
年
度
ま
で
の
13
年
間
は
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
要
件

　
・一
定
期
日
ま
で
に
契
約
し
て
い
る

　
　
・注
文
住
宅
の
場
合

　
　
　
令
和
2
年
9
月
30
日
ま
で

　
　
・建
売
住
宅
、中
古
住
宅
の
場
合

　
　
　
令
和
2
年
11
月
30
日
ま
で

　
・令
和
3
年
12
月
31
日
ま
で
に
入
居
し

て
い
る

▼
控
除
額

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

額
を
、控
除
限
度
額
の
範
囲
内
で
個
人

住
民
税
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　

徴
収
猶
予
制
度
の
特
例
、固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
軽
減
、国
民
健
康
保

険
税
の
減
免
、軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

の
臨
時
的
軽
減
の
延
長
に
つ
い
て
は
、広

報
み
き
7
月
号
、（
市
）ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
（市）
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　

◀ホームページ
　はこちら

く
ら
し

募
　
　
集

相
　
　
談

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催
　
　
し

子
育
て

子
育
て

教
室
・
講
座

施
　
　
設

催
　
　
し
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